
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 特例の対象となる事業者  

➣ 新型コロナウイルス感染症等の影響により、 

令和２年２月１日から令和３年１月 31日までの間のうち 

任意の１か月以上の期間の事業としての収入が、 
著しく減少（前年同期比概ね 50％以上）している事業者 

 
 

 消費税の課税事業者を選択する（やめる）届出等の特例  

➣ 特例対象事業者は、税務署長の承認を受けることで、特定課税
期間以後の課税期間について、課税期間の開始後であっても、課

税事業者を選択する（又はやめる）ことができます。 

※ 「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収

入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。 

※ 特例の承認を受けようとする場合、原則として、特定課税期間の確定申告期限まで

に、承認申請書を税務署に提出してください。 

※ 課税事業者の選択をやめる場合であっても、納税義務が免除される事業者は、その

課税期間の基準期間（法人は前々事業年度、個人事業者は前々年）における課税売上

高が 1,000 万円以下の事業者等です。 

 

➣ また、本特例により課税事業者を選択する（又はやめる）場合、

２年間の継続適用要件等は適用されません。 

※ このほか、新設法人が調整対象固定資産を取得した場合等における納税義務免除の

制限について、税務署長の承認によりその制限を解除する特例が設けられています。 
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税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても  
消費税の課税事業者を選択する（やめる）ことができます。 
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(注) 免税事業者になることができるのは、その課税期間の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の事業者等です。 

 簡易課税制度の適用に関する特例について  

➣ 消費税の簡易課税制度の適用に関しては、現行法において、「災

害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」

の特例が設けられています（消費税法 37 条の２）。 

➣ 新型コロナウイルス感染症の影響による被害を受けたことによ

り、簡易課税制度の適用を受ける（又はやめる）必要が生じた場

合、税務署長の承認により、その被害を受けた課税期間から、そ
の適用を受ける（又はやめる）ことができます。 

 

 

 

 

 

免税事業者が課税事業者を選択する場合の具体的な適用事例 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年３月１日から 31 日の１ヶ月間において、事業と
しての収入が著しく減少したため、令和２年３月期について、課税事業者を選択し、一般課税により
申告を行う場合 （3 月末決算法人の場合） 

H31.3.31 

免税事業者 → 課税事業者 

R2.3.31 

   別途、申請により 

   免税事業者となることも可能 

申請期限(R2.6.1) 

「課税事業者選択届出書」を H31.3.31

に提出したものとみなす 

収入が著しく減少 

免税事業者 

 

当初、令和２年９月期について課税事業者を選択していたが、新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、令和２年３月１日から 31 日の１ヶ月間において、事業としての収入が著しく減少したため、令
和２年９月期から課税事業者の選択をやめて免税事業者となる場合 （9 月末決算法人の場合） 

R1.9.30 

課税事業者 → 免税事業者 

R2.9.30 

  免税事業者 

申請期限(R2.11.30) 

「課税事業者選択不適用届出書」を 

R1.9.30 に提出したものとみなす 

収入が著しく減少 

課税事業者

選択届出書 

申請書 

R3.3.31 

税務署長の承認 
申請書 

➣ ご質問・ご不明な点は、最寄りの税務署にお問合せください。 

➣ 申請書の様式など、手続の詳細については、国税庁ホームページをご参照ください。 

課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例 

税務署長の承認 

国税庁 検索 詳細は右の QR コードにアクセス 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm 


